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厚生労働省労働基準局安全衛生部

化学物質対策課長

（契印省略）

表示・通知義務対象物質の追加に係る周知について

労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り厚く

お礼申し上げます。

さて、表記については、平成 28年 3月 29日付け基発 0329第4号「労働安全

衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省

令の施行についてj により、 27の化学物質を表示・通知義務対象物質に追加

する改正法令についてお知らせするとともに、周知等をお願いしたところです。

厚生労働省では、化学物質等を譲渡提供する際のラベノレ表示と安全データシ

ート（SDS）の交付を徹底するため、第 12次労働災害防止計画において、平成 29

年度までに表示・通知の履行率を 80怖とすることを目標として掲げていますが、

平成 26年に実施した労働安全衛生調査（労働環境調査）では 50出に満たない履

行率に留まっているところです。

平成 29年 3月の本改正法令の施行まで残り 4か月となりましたが、関係事業

者においては追加される 27物質を含めてラベノレ表示と SDS交付への対応の御準

備が十分でないことが懸念されます。

つきましては、貴団体におかれましても、化学物質等の適切な管理に関する

制度改正の趣旨を御理解し1ただき、下記の添付のリーフレットを活用する等に

より、下記の内容の会員に対する周知を図るとともに、化学物質等の適切な管

理が行われるよう、特段の御配慮を賜りますようお願し1申し上げます。

記

1 改正政省令の内容

本改正は、一定の有害性が明らかになった化学物質（27の化学物質）を
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以下の①から③の事項の対象となる物質として労働安全衛生法施行令別表

第9に追加したものです。

① ラベル表示（労働安全衛生法第 57条第 1項の規定による化学物質等の

名称等の表示）

② SDSの交付（同法第 57条の 2第1項の規定による化学物質等の名称等

の通知）

③ リスクアセスメントの実施等（同法第 57条の 3第1項の規定による化

学物質等の危険性又は有害性等の調査等）

2 施行期日及び経過措置

施行期日は平成 29年3月 1日です。ただし、施行の際現に存在するもの

については、名称等の表示義務に係る法第 57条第1項の規定は、平成 29

年8月 31日まで適用されません。

3 留意事項等

追加対象物質は、職業性疾病（慢性）に関して安全に使用するための基

準（許容濃度等）が示されている物質であり、本改正により事業場におけ

る化学物質管理をより適切に行うことができるものです。行政として、令

別表第9以外で、あって、有害性情報の蓄積が十分でない物質への代替化を

推奨するものではないことに留意してください。

なお、本改正政令により、これまでの 640物質に 27物質が追加されます

が、改正後の別表第9の物質数（号の数）は 663物質となりますので申し

添えます。
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労働安全衛生法施行令などが改正されました
平成29年3月1日施行（※）

亜硝酸イソブチルなど27の化学物質（裏面参照）について、労働安全衛
生法施行令別表第9に追加され、以下の3点が義務付けられます

溺

llJ 

面3

※ 

事業所における【リスクアセスメシトの実施】

時の 【安全データシート（SDS)

【容器等へのラベル表示1

施行日に現に存在するちのについては、ラベル表示の義務は平成29年8月31日まで適用されません。

品調嘉義鰻襲憲議盟議長一一緩． これらの化学物質を他へ譲渡提供する際には、安全データシート（SOS）を提供すると
とちに、その容器または包装に危険有害性を示す絵表示（GHSマーク）、人体に及ぼす
作用、取扱い上のi主意、会社名などをラベル表示する必要があります。

み謬嚢謹鰻護鰻五弘一時一繍
4砂

• 

容器等のラベルに危険有害性を示す絵表示（GHSマーク）のついている製品については、
メーカー等から提供される安全データシート（SDS）を確認し、人体に及ぼす作用や取
扱い上の注意を把握しましょう。

SDS等の情報を基！こ、その化学物質の取扱い業務についてリスクアセスメントを実施し
ましょう。

今回追加された物質は、どのように扱えば安全であ否力、が明らかになっている物質です。
SDS交付等の対象となったことを理由に、安易に有害性の不明確な物質への代替化を図るこ
とはもかえって職場のリスクを増大させる場合があります。危険有害性の潤夏に応じ、適切

に管理して使用するようにしまじよう一。

ぞう厚学戸時書



裾切値

物質名 CAS番号 ｜ ラベルの
主な用途
（参考）

表示
リスクアセス
メント

E硝酸イソブチル 542-56-3 1%未満 0.1%未満 芳香剤添加物

アセチルアセトン 123-54:_6 1%未満 1%未溝
触媒（金属キレート）原料，接着剤原料，溶
剤，有機合成中間体

アルミニウム 74,2.9-90-5 1%未満 1%未満 金属f圧延品）・電線・ダイカスト原料

エチレン 74-85-1 1%未満 1%未満 ンポーl・j塩エチ化レン・アセトアルデヒド・酸化エチレ
ピヱル’エチルベンゼ、ンなどの原料

エチレンゲリコールモノブチルエーテルア
0.1%未満

セタート
112』 07c-2 1%未満 塗料・インキ溶剤，洗浄剤

一」

カルボキシメチルセルロース原ヂ料オ，伊2j，コ4ーー,) 
クロロ酢酸 79十 ・8~ 1%未満 t1%未満 ~シクロフエノキシ酢酸原料， レ

酸及び両性界面活性剤原料

0-3ーク口口－4－メチル－2－オキソ－2H－＇－ク
ロメンー7－イJレごO'0” ージエチJレ＝木！ 56-72-4 I 1%未満 l1%未満i殺虫剤

スホロチオアート

弗化アルミニウム 7784-18-1 1%未満 0.1%未満
非鉄金属の製錬用融剤レミ，ナ陶イ磁ン器ジンのグ馳舟薬，， 
I溶接榛フラックス，アJ 光
学レンズ原料

N.Nージエチjレヒド口キシルアミン 37}0-84--7 1%未満 1%未満重合停止抵着色防止剤

語袋詰符
※f主な用途j出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質総合情報提供システム（CHRIP)



送付日：平成 28年 10月28日

送付先：公益社団法人全日本病院協会

労働安全衛生ご担当者様

厚生労働省

千100-8916

千代田区霞が関 1-2-2

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

寺島友子

TEL:03-5253-1111内5517 / FAX: 03-3502-1598 

直通TEL: 03-3502-6756 

口至急！ 回ご確認ください 口折り返しご連絡ください 口ご参考まで

連絡：事：頂

平素より大変お世話になっております。

労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃より御理解御協力いただきありがとう

ございます。

来年3月 1日施行となります労働安全衛生法施行令等の改正につきまして、

改めて関係事業者の皆様にお伝えいたしたく、添付のとおり依頼文書をお送りいたし

ますので、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。

リーフレットは厚労省HPに掲載いたしますので、ご活用いただければ幸甚です。

(http://www.mhlw.go.jp/sげ／seisakunitsuite/bunya/0000126934.html)

御質問ご要望などありましたらご連絡ください。

お忙しいとごろお手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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